給与所得者の扶養控除等（異動）申告に関する事務処理について
　（１）提出書類
　　【扶養親族を削除する場合】
　　　①給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の写し
　　　※削除する者を二重線で見え消し、右端欄に移動年月日及び事由を記載する。
　　【扶養親族を追加する場合】
　　　①給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の写し
　　　②マイナンバー追加登録報告書（様式１）
　　　③番号確認書類の写し　※Ａ４版で、余白に学校名、学校番号、職員氏名を記載する。
　　【ひとり親、寡婦、同居別居等の該当に変更があった場合】
　　　①給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の写し
　　　※内容を変更し、右端欄に移動年月日及び事由を記載する。
　　【障害者控除を受ける場合】
　　　①給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の写し
　　　②各種手帳の写し　※Ａ４版で、余白に学校名、学校番号、職員氏名を記載する。
[bookmark: _GoBack]　　　　　　　　　　　　※障害者控除を受ける年は、毎年提出が必要となる。
（２）提出方法
　　提出書類一式を封緘し、封筒の表に学校名・学校番号（県）を記載する。
　　※必ず教育事務所教職員係給与担当者に直接提出する。

（３）留意点
　　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書について
　　・上部余白に所属コード、所属名、職員番号、職員氏名を記載する
　　・扶養親族の氏名にフリガナを記入する。
　　・変更箇所にマーカーをする
　　次の内容に変更が生じた場合は扶養控除申告書は提出しないこと
　　・職員が住所を変更した場合（扶養親族の同居別居に変更が生じた場合を除く）
　　・16歳未満の扶養親族から控除対象扶養親族に変更になった場合
　　・特定扶養親族該当、非該当の異動があった場合
